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墨田区条例第１８号 



   墨田区特別工業地区建築条例の一部を改正する条例 

 墨田区特別工業地区建築条例（平成１５年墨田区条例第４１号）の一部を次のよう

に改正する。 

 別表第２ ３の項中「第６号まで」を「第３号まで及び第１１項」に改める。 

   付 則 

 この条例は、平成２８年６月２３日から施行する。 


